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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
代
行
登
記
書
類
の
自
動
作
成
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
庸
介
君
提
出
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
代
行
登
記
書
類
の
自
動
作
成
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ネ
ッ
ト
上
で
、
相
続
に
よ
る
不
動
産
の
名
義
変
更
に
特
化
し
た
サ
ー
ビ
ス
（
相
続
の
登
記
書
類
を
自
動
作
成

で
き
る
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
は
、
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
で
な
い
者
が
、

業
と
し
て
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
て
登
記
申
請
書
類
を
作
成
し
た
と
評
価
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
司
法

書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
同
法
第

七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
業
と
し
て
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
て
登
記
申
請
書
類
の
作

成
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
た
と
評
価
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る

業
務
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ネ
ッ
ト
上
の
登
記
書
類
作
成
の
代
行
サ
ー
ビ
ス
の
類
」
及
び
「
扶
助
の
観
点
か
ら
第
三
者
が
介
在
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


